
税金・記帳・滞納・融資・国保・労働保険 商売で困ったら民商にご相談下さい。 

 

■ 3.13 重税反対全国統一行動 参加者２６８名！ 

 

3.13 重税反対全国統一行動鹿屋集会が午前 9 時 30 分から鹿屋運動公園で行われ

268 人が参加しました。民商役員さんが朝 8 時過ぎから、受付や会場の設営、駐車

場整理、税務署申告者の整理などを行い、9 時 30 分から集会と鹿屋税務署までデモ

行進し、「確定申告書」を全員で提出しました。 

この 3.13 重税反対全国統一行動は、全国 520 ヵ所で開かれ、約 10 万人が参加しま

した。 

■一人親方労災保険に加入しませんか（建設業） 

きもつき民商では、一人親方労災保険の加入窓口として『きもつき民主商工会一人

親方会』を設立、昨年１１月に労働基準局から認可されました。 

現在、加入者は１２名と拡大中です。 

一般の組合よりも会費を低く抑えていますので、加入、乗り換えをご検討下さい。

お問い合わせは、事務局まで。 

きもつき民商 ニュースレタ

ー 

2018 年 4 月 20 日号 

きもつき民商 鹿屋市笠之原町 7547-4 

e.mail：minshou@po4.synapse.ne.jp Tel：0994-40-6646  

 

TEL 

mailto:minshou@po4.synapse.ne.jp


 

※裏面へつづく 

 

■社会保険料率及び介護保険料率が変更されました。(協会けんぽ) 

平成 30 年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3 月分(４月納付分)

から変更されました。 

① 給与・賞与の健康保険料率 １０．１３％ ⇒ １０．１１％ 

② 給与・賞与の介護保険料率  １．６５％ ⇒  １．５７％ 

 

■New Face！ 事務局員を採用  

4 月 11 日付けで、新しく事務局員を採用しました。 

 

・藤崎美穂（ふじさきみほ） （鹿屋市笠之原町在住） 

 

「４/１１から勤務しています藤崎と申します。 

前職では建設業の事務をしておりました。まだまだ勉強

不足な点もあり、ご迷惑をおかけすると思いますが、ご指導の程、よろしくお

願いいたします。」 

 

■仲間を増やしましょう。知り合いの方へ声をかけてください。 



 「困ったときはやっぱり民商！」「民商はなんでも相談できる」 

 民商会員、商工新聞読者を増やし、みんなの力を集めて、要求実現の道をさらに大

きく切り開いていきましょう。 

 

■４月の主な行事予定 

3 日（火）三役会  １2 日（火）理事会 

  

 

民商は、会員のみなさんの会費で運営されています。 

営利を目的とせず、中小業者の働く権利を勝ちとる運動をすすめる、最低限必要な経費を会費に

よってまかなっています。会費の 15 日納入にご協力下さい。 

 

 


